
条

例 

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
七
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
号 

 
 

 

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
次
条
第
二

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の

高
齢
者
部
分
休
業
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
二
条 

高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
は
、
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
二
分
の
一
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
、
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
委
員
会
規
則
」
と

い
う
。
）
で
定
め
る
時
間
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
高
年
齢
と
し
て
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
、
六
十
歳
と
す
る
。 

３ 

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
す
る
高
齢
者
部
分
休
業
の
期
間
の
始
期
は
、

前
項
に
定
め
る
年
齢
に
達
し
た
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
以
後
で
あ
っ
て
任
命
権
者
が
定
め
る

日
と
す
る
。 

 

（
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
給
与
の
取
扱
い
） 

第
三
条 

職
員
が
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
給

与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
（
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一

年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と

い
う
。
）
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤

務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
給
料
の
月
額
（
給
料
の
調
整
額
及
び
教
職
調
整
額
を
含
む
。
）
並

び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る

手
当
を
含
む
。
）
、
農
林
業
普
及
指
導
手
当
及
び
へ
き
地
手
当
（
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
条

の
三
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
）
並
び
に
管
理
職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
定
時
制
通

信
教
育
手
当
、
産
業
教
育
手
当
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
並
び
に
特
殊
勤
務
手
当
（
第

四
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
月
額
の
合
計
額

に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県

条
例
第
二
号
。
第
四
項
に
お
い
て
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。 

２ 

高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
の



適
用
に
つ
い
て
は
同
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
高
齢

者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
」
と
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
九
条
の
五
第
二
項
第
二

号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
同
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
学
校
職
員
」
と
あ
る
の

は
「
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
学
校
職
員
」
と
す
る
。 

３ 

高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
に
対
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
。
次
項
に
お
い
て
「
特
殊
勤
務
手
当
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二

十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
」
と
、
「
に
、
勤
務
時
間
条

例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
、
そ
の
者
が
高
齢
者
部
分
休

業
又
は
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
修
学
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
当
該

額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
に
五
十

二
を
乗
じ
た
も
の
で
除
し
た
額
を
減
額
し
て
」
と
す
る
。 

４ 

高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
が
特
殊
勤
務
手
当
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
ご
と
の
日
数
が
、
一

月
に
つ
い
て
そ
の
月
の
勤
務
を
要
す
る
日
数
（
そ
の
月
の
現
日
数
か
ら
勤
務
時
間
条
例
第
三
条

第
一
項
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
、
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
職
員
の
休
日
（
勤
務
時
間
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定
さ
れ

て
、
当
該
職
員
の
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
場
合
を
除
く
。
）
、

勤
務
時
間
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
代
休
日
並
び
に
高
齢
者
部
分
休
業
又
は
職
員
の
修
学
部
分

休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
修

学
部
分
休
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
修
学
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
勤
務
し
な
か

っ
た
日
を
差
し
引
い
た
日
数
を
い
う
。
）
の
二
分
の
一
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務

に
係
る
特
殊
勤
務
手
当
の
額
は
、
特
殊
勤
務
手
当
条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

高
齢
者
部
分
休
業
又
は
修
学
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
特
殊

勤
務
手
当
条
例
の
規
定
（
第
二
十
五
条
を
除
く
。
）
に
よ
り
受
け
る
べ
き
特
殊
勤
務
手
当
の
月

額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
に
五
十

二
を
乗
じ
た
も
の
で
除
し
た
額
を
減
額
し
て
得
た
額
の
百
分
の
六
十
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。 

 

（
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
た
職
員
の
退
職
手
当
の
取
扱
い
） 

第
四
条 

高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
職
員
が
一
週
間
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤



務
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
を
職

員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
か

ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
在
職
期
間
か
ら
除
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
七
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
各
項
及
び
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る

条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
第
四
条
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
前
各
項
」
と
あ

る
の
は
「
前
各
項
及
び
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
第
四
条
」
と
す
る
。 

 

（
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
し
又
は
休
業
時
間
の
短
縮
） 

第
五
条 

任
命
権
者
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
場
合
で
当
該
職
員
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
高
齢
者

部
分
休
業
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
休
業
時
間
（
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
た
一
週

間
当
た
り
の
勤
務
し
な
い
時
間
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

（
高
齢
者
部
分
休
業
の
休
業
時
間
の
延
長
の
承
認
） 

第
六
条 

任
命
権
者
は
、
既
に
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
か
ら
休
業
時
間
の
延
長
の
申

出
が
あ
っ
た
場
合
で
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
係
る
休
業

時
間
の
延
長
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 

埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例

第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
八
条
第
二
項
中
「
）
又
は
」
を
「
）
、
」
に
、
「
に
つ
き
管
理
者
」
を
「
又
は
高
齢
者

部
分
休
業
（
当
該
職
員
が
管
理
者
が
定
め
る
年
齢
に
達
し
た
日
以
後
の
日
で
申
請
に
お
い
て
示

し
た
日
か
ら
当
該
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
に
規

定
す
る
定
年
退
職
日
を
い
う
。
）
ま
で
の
期
間
中
、
一
週
間
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤

務
し
な
い
こ
と
を
い
う
。
）
に
つ
き
管
理
者
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

３ 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十

一
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
条
第
二
項
中
「
）
又
は
」
を
「
）
、
」
に
、
「
に
つ
き
管
理
者
」
を
「
又
は
高
齢
者

部
分
休
業
（
当
該
職
員
が
管
理
者
が
定
め
る
年
齢
に
達
し
た
日
以
後
の
日
で
申
請
に
お
い
て
示

し
た
日
か
ら
当
該
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
に
規

定
す
る
定
年
退
職
日
を
い
う
。
）
ま
で
の
期
間
中
、
一
週
間
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤



務
し
な
い
こ
と
を
い
う
。
）
に
つ
き
管
理
者
」
に
改
め
る
。 

 

（
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

４ 
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
三
項
中
「
の
承
認
」
を
「
又
は
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
令
和

四
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
に
よ
り
勤
務
」
を
「
又
は
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
令

和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
部
分
休
業
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
高
齢
者
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
勤
務
」
に
、
「
の
承
認
」
を
「
又
は

高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
」
に
改
め
る
。 


